ゆずりあい事業実施要綱

（目的）
第１条　この事業は、使用しなくなった福祉用具、育児用品、学業必需品等（以下、「ゆずりあい品」という。）の情報と、ゆずりあい品の希望情報を山県市社会福祉協議会（以下「本会」という。）がつなぐことで、市民の生活をサポートすることを目的とする。

[bookmark: _Hlk278880]（対象者）
[bookmark: _Hlk454971]第２条　この事業の対象者は、山県市に在住する者とする。

（ゆずりあい品の種類）
第３条　本事業の対象となるゆずりあい品は次のとおりとする。
	福祉用具
	移動関連用具
	スロープ、車いす、歩行器、多点杖、シルバーカー

	
	排泄関連用具
（未使用に限る）
	ポータブルトイレ

	
	入浴関連用具
（未使用に限る）
	シャワーチェア、シャワーキャリー、バスグリップ、バスボード、浴槽内いす、滑り止めマット

	育児用品
	ベビーカー、ベビーベッド、チャイルドシート
（取扱い説明書があるものに限る）

	学業必需品
	学生服、体操服、ハーフパンツ、ジャージ


２　前項のうち、修理およびクリーニングの必要がなく譲渡後すぐに使用できるもの。
３　その他、本会会長が認めたもの。

（ゆずりあい品の提供）
第４条　ゆずりあい品を提供する者（以下「提供者」という。）は提供者登録カード（様式１号）に必要事項を記入し提出する。
２　前項の登録カードの提出があったときは、その内容を審査し登録の可否を判断する。
３　登録期間は２ヶ月間とし、譲り先が決定するまで提供者が保管する。
４　登録期間内に譲り先が決定しない場合は、登録を終了する。ただし、提供者の申し出により登録期間を延長することができる。



（ゆずりあい品の希望）
第５条　ゆずりあい品を希望する者（以下「希望者」という。）は希望するゆずりあい品の登録がない場合、希望者登録カード（様式２号）に必要事項を記入し提出する。
２　登録期間は２ヶ月間とし、期間内に譲渡が成立しなかった場合は希望者の申し出により登録期間を延長することができる。

（ゆずりあい品の譲渡）
第６条　譲渡するゆずりあい品は無償とする。
２　ゆずりあい品の譲渡に際し、運搬は希望者側が行う。
３　ゆずりあい品受け渡しの際、希望者は誓約書（別記様式３号）を本会会長に提出する。
４　一度譲り受けたゆずりあい品は再度提供のための登録を行うことはできない。ただし、本会会長が認めた場合のみ登録できるものとする。


（その他の事項）
第７条　この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は、本会会長が別に定める。


附　則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
